
６．美しい景観の保全ととっとりらしさを活かしたまちなみ
づくりの推進 

6.1美しい景観の保全・再生 

01 景観行政費 

施策 

１ 事業の目的
 景観法に基づく届出制度及び新景観形成条例に基づく制度の運用、その他景観形成施策の総合的な推進と自
発的な景観形成活動の促進を図ることにより、良好な景観の保全と創造に努める。 

２ 事業の内容
 景観形成条例の改正、景観計画の策定により景観法に基づく届出制度へ移行したことから、事務処理の流れ
や審査基準など制度の周知徹底が必要となっている。 
（１）景観形成条例、景観計画の制度周知・運用
 景観法に基づき、一定規模以上の建築物の建築等、工作物の建設等、開発行為、土地の開拓、土石の採取、
鉱物の掘採、木竹の伐採などをするときに、事前の届出を義務づけるとともに、景観計画に定められた基準に適
合しない場合は勧告、公表、変更命令等の必要な措置を講じる等の行為規制を実施する。 

（２）鳥取県公共事業景観形成指針の運用
 県が公共事業を行うに当たって遵守すべき景観形成のための指針を制定。この指針に従って、県の公共事業
の実施の際、基本設計、詳細設計、施工、維持管理の各段階で「景観評価」を実施する。 

（３）景観形成巡視員
 無届行為の発見及び通報、景観上問題の届出済み行為の発見及び報告のため各市町村に景観形成巡視員を
配置する。（鳥取市、倉吉市、米子市を除く市町村） 

（４）景観アドバイザー派遣
 県が一定規模以上の公共事業を実施する際、各分野の専門家である景観アドバイザーの助言、意見を求め、
良好な景観形成を図る。 

（５）市町村の景観行政団体への移行
 景観行政の中心的な役割を担う市町村が景観行政団体となり積極的に景観形成に取り組むよう移行を促進す
る。 

３ 事業の現状及び課題
 景観形成施策を行うことができる景観行政団体は現在、鳥取市、倉吉市、米子市の3団体であるが、良好な景
観形成に関する具体的な施策は、住民に身近な市町村が中心的な役割を担うのが望ましいことから、今後さらに
市町村の景観行政団体への移行を促進する必要がある。 

現在の位置： 環境立県推進課 鳥取県環境白書 平成２３年度 01 景観行政費

もどる
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実績 

平成２３年度実績
（１）景観形成条例に基づく届出実績（１２５件）  

・届出状況（１０２件） 
○開発行為、土地の開墾、その他の土地の形質の変更－３件 
○建築物の新・増・改築、移転及び外観の変更－２３件 
○工作物の新・増・改築、移転及び外観の変更－７１件 
○土石の採取・鉱物の採掘－３件 
○木竹の伐採－２件 

・通知状況（２３件） 
○工作物の新・増・改築、移転及び外観の変更－２３件 

（２）景観形成巡視員の活動実績 

・配置人員 鳥取市、倉吉市、米子市を除く市町村に計１７名配置 
・巡視状況 四半期ごとに実施。報告書提出。 

（３）景観アドバイザーの派遣実績 

・派遣回数１９回（延べ７８人） 
・派遣内容 

○県庁整備に係る景観形成上の助言 
○林道整備事業に係る景観形成上の助言 
○道路整備事業に係る景観形成上の助言  他 

連絡先 

生活環境部 景観まちづくり課 景観づくり担当 電話0857-26-7363,7371  

参考ＵＲＬ 

 鳥取県景観まちづくり課のwebサイトより 
 「景観法に基づく届出制度」  http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=47450
「公共事業の景観形成について」  http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=95640

 「景観アドバイザーについて」  http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=47452

▲ページ上部に戻る

個人情報保護 ¦ リンク ¦ 著作権 ¦ アクセシビリティ

鳥取県生活環境部環境立県推進課
   住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地 
   電話  0857-26-7205    ファクシミリ  0857-26-8194 
   E-mail  kankyourikken@pref.tottori.jp
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６．美しい景観の保全ととっとりらしさを活かしたまちなみ
づくりの推進 

6.1美しい景観の保全・再生 

02 地域景観を活かしたまちづくり推進事業 

施策 

１ 事業の目的
 県民とともに地域景観について考える検討会を開催し、県内の特徴的な景観を維持、保全するとともに、市町村
職員を対象とした研修会や県内の景観資源を周知するパネル展示を行うことで、景観を活用した景観まちづくり
の活性化を図る。 

２ 事業の内容
（１）景観計画見直し検討
 山陰海岸の世界ジオパークネットワーク加盟に関連して、風光明媚な山陰海岸の景観の維持、保全を図るた
め、岩美町地内の海岸部の一部の区域を景観形成重点区域とすることについて検討する。 

（２）景観行政市町村職員担当者研修
 県内の景観形成施策推進を図るため、住民と連携しながら景観形成を進める先進自治体の事例を学ぶ市町村
担当者職員を対象に研修会を開催する。 

（３）「とっとり地域百景」のパネル展示
 日常生活の中でその価値に気づかずに見過ごされている景観資源を再発見、再認識及び保存への意識を高
めるため、「とっとり地域生活百景」のパネル展示を行う。 

３ 事業の現状及び課題
 平成22年度に岩美町地内の山陰海岸国立公園地域のうち特別保護地区及び第1種・第2種特別地域と会場1.5
㎞を景観形成重点区域として追加したが、普通地域内がある網代漁港（新港）及び田後集落については、景観形
成重点区域にすることについて検討する必要がある。 

現在の位置： 環境立県推進課 鳥取県環境白書 平成２３年度 02 地域景観を活かしたまちづくり推進事業

もどる
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実績 

平成２３年度実績
１ 景観計画見直し検討 
  山陰海岸の世界ジオパークネットワーク加盟に関連して、岩美町地内の海岸部の一部の区域を景観形成重
点区域に追加指定することについて検討した。 
  （追加指定の検討地区）  山陰海岸国立公園区域内の普通地域 
  ・田後地区（田後港、田後地区）   ・網代地区（新港、大谷地区の一部） 
 （検討に向けた取組） 
  ・景観特性、建築物等への影響量等基礎調査の実施（８月～１０月） 
  ・住民説明会の開催 
    田後地区：２回開催（平成２３年１２月１６日、平成２４年３月１１日） 
    網代区域：未実施（地元との日程調整のため） 

２ 景観行政市町村職員担当者研修会 
 平成２０年度及び平成２１年度に選定された「とっとり地域生活百景」により地域の活性化につなげていく活用方
策を探るため、モデル地区として県内３地区選定し、それぞれ検討会議を開催し（各２回）、その検討結果を住民
説明会やホームページ等により県民及び市町村に周知を図った。 

３ 「とっとり地域百景」のパネル展示  

（１）開催回数 ３回（東部、中部、西部各１回） 
（２）展示日程／会場 

東部：６月２８日（木）～７月１０日（火）／とりぎん文化会館フリースペース 
西部：７月２０日（金）～７月３１日（火）／とっとり花回廊フラワードーム地階研修室 
中部；８月１０日（金）～１６日（木）／倉吉未来中心アトリウム 

連絡先 

日時  平成２３年８月１９日（金） １４：３０～１６：３０

場所  倉吉未来中心 セミナールーム７

講師  神奈川県足柄下郡真鶴町（全国初の景観行政団体）

内容  講演、意見交換

参加者  １６名（市町村景観行政担当者等）
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生活環境部 景観まちづくり課 景観づくり担当 電話0857-26-7371  

参考ＵＲＬ 

鳥取県景観まちづくり課のwebサイトより
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=97707

▲ページ上部に戻る

個人情報保護 ¦ リンク ¦ 著作権 ¦ アクセシビリティ

鳥取県生活環境部環境立県推進課
   住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地 
   電話  0857-26-7205    ファクシミリ  0857-26-8194 
   E-mail  kankyourikken@pref.tottori.jp
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６．美しい景観の保全ととっとりらしさを活かしたまちなみ
づくりの推進 

6.1美しい景観の保全・再生 

03 花と緑のまちづくり支援事業 

施策 

１ 事業の目的
 花と緑あふれる快適な生活空間づくりを目指して、平成２５年度に鳥取市と鳥取県で開催を予定している「第３０
回全国都市緑化とっとりフェア」の準備事業を実施する。また、フェアを契機として県内の花と緑の人材育成、普
及啓発を進めるため、新たな緑化手法に関する講演会をや技術講習会を開催する。 

２ 事業の内容
（１）とっとりフェア開催準備に必要な経費を負担金としてフェア実行委員会に支出する。 
（２）全国都市緑化とっとりフェアの基本方針として掲げる花と緑と歩む新しい暮らしの体感を目指し、郷土の植物
を生かした鳥取らしい新しい緑化＝ナチュラルガーデンの普及を図るための学習（講演会、技術講習会）を通じ、
県内の花と緑に関する人材育成を図る。 
（３）県内３箇所で開催される「花と緑のフェア」を支援し、地域の緑花の講習会、環境関連の展示等を行い、地域
緑花の普及啓発を図ることで花と緑あふれる潤いのある快適な空間づくりを推進する。 

３ 事業の現状及び課題
 花と緑のまちづくり支援事業として花と緑のフェアを東部、中部地区で毎年開催していたが、昨年度から西部地
区でも開催し、広く県民に花と緑の啓蒙活動を行えた。 
 また、造園建設業協会中心だった実行委員会のメンバーを拡大して、幅広い来場者が見込めるフェアとなるよう
取り組んでいる。 

実績 

 住民との協働による身近な生活の場に花や緑あふれる快適で魅力あるまちづくりを進めるため、平成２１年度
まで実施していた「花と緑のまちづくり支援事業」に換えて「みんなの広場芝生化事業」を実施し、公共空地の緑
地化を通した潤いのある都市空間づくりや県民の緑化意識の高揚を図った。  

連絡先 

生活環境部 公園自然課 緑地公園担当 電話0857-26-7369  

参考ＵＲＬ 

鳥取県公園自然課のwebサイトより 
「公園自然課」 
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=45312

現在の位置： 環境立県推進課 鳥取県環境白書 平成２３年度 03 花と緑のまちづくり支援事業

もどる
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６．美しい景観の保全ととっとりらしさを活かしたまちなみ
づくりの推進 

6.1美しい景観の保全・再生 

04 景観まちづくり活動団体サポート事業 

施策 

１ 事業の目的
 景観資源の保存・活用、再生、創造を図るため、自然、歴史文化、街なみなどを活かしたまちづくり活動に取り
組む団体に対する支援や、住民参加と多様な主体の協働連携によるまちづくりを推進する取り組みを行う。 

２ 事業の内容
（１）景観まちづくり大会の開催 
 景観まちづくり活動団体の報告・情報交換及び県民への情報提供を進めるための大会を活動団体等へ委託し
開催する。 

（２）景観まちづくり活動団体への情報発信支援 
 景観まちづくり活動団体の概要・活動計画をとりネット等に掲載し情報提供を行うとともに、意見交換会を開催す
る。 

（３）住民・多様な団体参加による景観まちづくり推進事業 
 活動団体等が景観まちづくりの目標・課題の共有や実施計画を検討する場合等にファシリテーター又は助言者
の紹介を行う。 

３ 事業の現状及び課題
 県内各地で景観まちづくり活動が見受けられるようになったが、活動が続かない、会員が増えないなどの声が
ある。また、後世に残すべき歴史的・文化的な景観や建造物、街なみが認識されず荒廃しつつある。 
 景観まちづくり活動の持続可能性を高める上で、景観まちづくり活動団体・住民と市町村等の多様な主体による
協働連携が必要である。   

実績 

平成２３年度実績
１ 活動団体の登録  登録数：５４団体 
２ 景観まちづくり大会の開催  

公募委託により実施 
・受託者 ＮＰＯ法人 いんしゅう鹿野まちづくり協議会 
・日時 平成２３年１１月１９日（土） ９：３０～１８：００ 
・場所 しかの心、鹿野往来交流館「童里夢」、鳥の劇場 

現在の位置： 環境立県推進課 鳥取県環境白書 平成２３年度 04 景観まちづくり活動団体サポート事業

もどる
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・参加者 １３０人 
・内容 講演、ディスカッション、分科会 

３ 景観まちづくり推進リーダー（ファシリテーター）養成研修 

景観まちづくり活動を推進するため、参加者から様々な意見を引き出し、集約し、合意形成に導くファシリテ
ーターの養成研修を開催した。 
・日時 平成２４年３月１０日（土）１０時から１１日（日）１６時まで 
・場所 さくら工芸品工房 
・参加者 景観まちづくり活動団体、市町村等 １４名 
・内容 講義、実演、演習 等 

連絡先 

生活環境部 景観まちづくり課 景観づくり担当 電話0857-26-7363,7201  

参考ＵＲＬ 

鳥取県景観まちづくり課のwebサイトより 
「景観まちづくり活動団体をサポートします」 
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=82839

▲ページ上部に戻る

個人情報保護 ¦ リンク ¦ 著作権 ¦ アクセシビリティ

鳥取県生活環境部環境立県推進課
   住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地 
   電話  0857-26-7205    ファクシミリ  0857-26-8194 
   E-mail  kankyourikken@pref.tottori.jp
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６．美しい景観の保全ととっとりらしさを活かしたまちなみ
づくりの推進 

6.1美しい景観の保全・再生 

05 景観まちづくり推進リーダー養成研修事業 

施策 

１ 事業の目的
 景観まちづくり活動を推進力していくためには、活動への参加者から様々な意見を引き出し、集約し、より良い
合意形成に導くことが重要であることからファシリテーターの養成研修を行う。 

２ 事業の内容
（１）対象  景観まちづくり活動団体のリーダー、リーダーとして期待される方又は景観まちづくり活動に意欲のあ
る方等及び市町村お担当職員等 
（２）募集人員  40人程度 
（３）内容  ワークショップ（ケーススタディ）における進行手法や合意形成手法の修得を図る。 

３ 事業の現状及び課題
 景観まちづくり活動のリーダー等に景観まちづくり活動に関する知識や必要性の理解が十分でない場合があ
り、景観まちづくり活動が思うように進んでいない、また、景観まちづくり活動は市町村との協働が必要であるが、
市町村側に景観まちづくりの必要性が十分理解されているとは言い難く市町村のリードが十分でない。 

実績 

平成２３年度実績

１ 受講者  １４名（活動団体、市町村、県） 

２ 実施状況 

連絡先 

現在の位置： 環境立県推進課 鳥取県環境白書 平成２３年度 05 景観まちづくり推進リーダー養成研修事業

もどる

日 時 
 平成２４年３月１０日（土） １０時 ～ １１日（日） 
16時

場 所  さくら工芸品工房（湯梨浜町松崎）

テーマ 
 まちづくりワークショップの意義とファシリテーター
の役割

内 容  講義、実演、演習 等
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生活環境部 景観まちづくり課 景観づくり担当 電話0857-26-7363  

参考ＵＲＬ 

鳥取県景観まちづくり課のwebサイトより 
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=97707

▲ページ上部に戻る

個人情報保護 ¦ リンク ¦ 著作権 ¦ アクセシビリティ

鳥取県生活環境部環境立県推進課
   住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地 
   電話  0857-26-7205    ファクシミリ  0857-26-8194 
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６．美しい景観の保全ととっとりらしさを活かしたまちなみ
づくりの推進 

6.1美しい景観の保全・再生 

06 海岸漂着ごみ等処理事業 

施策 

１ 事業の目的
県内の海岸における漂着ゴミ等を迅速かつ適正に処理することにより、海岸の景観や環境の保全を図る。 

２ 事業の内容
海岸管理者が実施主体となって、関係市町村等と連携し、公共海岸等の海岸漂着ゴミ等の処分等を行う。 

 （当該事業は「地域グリーンニューディール基金」を活用） 

３ 事業の現状及び課題
（１）海岸漂着物等処理法の成立 
  ○平成21年7月15日に、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係
る海岸漂着物等の推進に関する法律」（海岸漂着物等処理法）が施行。 
   当該法では、海岸管理者等が海岸漂着物等の処理のため必要な措置を講ずることを明記。 
              ↓ 
   海岸管理者としての処理責任の明確化。 

（海岸管理者）…海岸法又は他の法令により海岸の土地を管理する者 

（２）地域グリーンニューディール基金 
 ○海岸漂着物等の処理に関する財源措置として、国の「地域グリーンニューディール基金」のメニューに、「海岸
漂着物地域対策推進事業」が盛り込まれており、当該基金を活用して事業実施。 (国 10/10) 
 ○当該基金が平成２３年度で終了したことから、２４年度以降の財政措置を国に求めているところ。 

実績 

○処理量 
 可燃 2,906トン （うち台風による大量漂着分 2,405トン） 
 不燃  85トン （うち台風による大量漂着分    9トン） 

現在の位置： 環境立県推進課 鳥取県環境白書 平成２３年度 06 海岸漂着ごみ等処理事業

もどる

区分 海岸管理者 海岸漂着物処理者(実施主体) 

現行 法改正後 

公共海岸 県 市町村 県 

その他 土地所有 
市町村 

市町村 土地所有 
市町村 
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 その他  19トン （うち台風による大量漂着分    19トン） 

 合計 3,010トン （うち台風による大量漂着分 2,432トン） 

○処理費用 
 110,417千円 （うち台風による大量漂着分 84,192千円）  

連絡先 

県土整備部 河川課 管理担当 電話 0857-26-7377 
         空港港湾課 電話 0857-26-7348   

参考ＵＲＬ 

鳥取県河川課のwebサイトより 
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=28143
鳥取県空港港湾のwebサイトより 
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=28145

▲ページ上部に戻る

個人情報保護 ¦ リンク ¦ 著作権 ¦ アクセシビリティ

鳥取県生活環境部環境立県推進課
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６．美しい景観の保全ととっとりらしさを活かしたまちなみ
づくりの推進 

6.1美しい景観の保全・再生 

07 鳥取砂丘景観保全再生事業 

施策 

１ 事業の目的
 「日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例」の理念に基づき、民間と行政で構成する鳥取砂丘再生会議が行う鳥取
砂丘の保全・再生の取組に対して支援し、もって鳥取砂丘の優れた環境、景観を次世代に引き継いでいく。 

２ 事業の内容
 鳥取砂丘再生会議が行う下記の事業に要する経費を県、鳥取市が各１／２負担する。 
（１）砂丘の保全・再生に関する事業 
    砂丘全域を対象に、草が種子を散布する時期までに除草を実施する。 
    ・委託（機械・人力）による除草 
    ・ボランティア除草 

（２）砂丘景観の保全・再生に関する調査研究 
    鳥取砂丘の自然の姿を再確認し、保全事業にフィードバック・活用するため、学識経験者等で構成する「鳥
取砂丘再生会議保全再生部会調査研究会」が調査・研究を実施する。 
    ・基礎的調査 
    ・砂の動く生きている砂丘再生に向けた調査 

（３）人材育成に関する事業 
    鳥取砂丘におけるガイド機能を強化する砂丘ガイドサポーターの養成 

３ 事業の現状及び課題
（１）現状 
 ア ボランティア除草  39.9ha 
    ・夏季のボランティア除草を中心に、通年で企業・団体による除草活動を実施 
      平成22年度 4,614人 
    ・観光客による除草活動を年間を通して実施 
      平成22年度 985人 
 イ 委託（機械・人力）による除草  71.2ha 
 ウ 調査研究 
    ・長期的な砂丘の地形変動 
    ・除草のための調査 
    ・自然の砂の動きと砂丘の成因の調査 
    ・動植物の調査 
    ・景観の改善調査  等 

現在の位置： 環境立県推進課 鳥取県環境白書 平成２３年度 07 鳥取砂丘景観保全再生事業

もどる
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 エ 鳥取砂丘大学を開校、ガイドの養成・レベルアップを図る 
    ・ガイドサポーター登録状況 37名（平成23年3月31日現在） 

（２）課題 
   ・県民の貴重な財産として鳥取砂丘の景観を保全する取組の輪を広げるよう、引き続き地域住民、ボランティ
アはもとより、観光客による除草活動を拡充していく必要がある。 
   ・ガイドサポーターの養成とレベルアップを図ることが必要である。 

実績 

１ 草原化が進む鳥取砂丘の景観を県民の理解と協力のもとに協働して保全再生していくため、鳥取砂丘再生会
議（保全再生部会）が行う、植物のモニタリング調査、砂丘の各種調査研究、計画的な除草活動や砂の移動等に
要する経費を負担し、下表の事業を行った。 

２ ボランティア除草を通じて、県民自らが県民の宝を保全再生しようという意識醸成、取組の定着化が図られ、
参加者が増加した。 
  また、砂丘を訪れる観光客等にも砂丘を保全する取組を体験していただくため、体験除草を実施した。 

３ 鳥取砂丘を訪れる観光客等に、砂丘の価値や魅力を伝える「鳥取砂丘ガイド」を養成するため、「鳥取砂丘大
学」を開校した。 
（１）開校期間 
   平成２３年９月～１１月、４回開催 
（２）講座内容 
   砂丘ジオ講座、砂丘生物講座、砂丘の文学芸術講座、砂丘全般講座、山陰海岸ジオパーク講座、保全再

ボランティア除草の様子 観光客除草の様子 

項目 実施期間 内容 

除草、スリバチ整備 平成２３年７月～平成２４年
３月

鳥取砂丘再生会議保全再生部会調査研究会のモニ
タリング調査結果・意見に基づき、砂丘内やスリバチ
の雑草等の除去・整備を行った。

ボランティア除草の実施 通年 鳥取砂丘の景観保護の機運を盛り上げ、県民に除
草活動に参加していただくため、ボランティアによる
除草を実施した。

堆積砂の移動 平成２３年１１月～１２月 
平成２４年３月

冬季の季節風により鳥取砂丘市営駐車場木製階段
周辺に堆積し、観光客等の通行の支障となる砂を砂
丘側に移動した。

風向・風速の計測 通年 砂丘内の３カ所で風向風速データ収集等を行った。

風向風速計の更新 平成２３年９月 砂丘中央に設置している風向風速計を更新し、風向
風速データをインターネットで公表した。

地形測量及び各種調査 平成２３年４月～平成24年３
月

砂丘全域での地形変化調査及び除草実施箇所の植
生、地形・地質などのモニタリング等の調査を実施し
た。

項目 参加者数 除草量 

ボランティア除草延べ参加人数 ５，９０９人 ５，１２２ｋｇ

 うち観光客体験除草 ２，１００人 １４４ｋｇ
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生・利活用・法令講座、ガイド実習 
（３）修了者数 
   ２０名  

連絡先 

生活環境部 砂丘事務所 電話0857-22-0582  

参考ＵＲＬ 

 鳥取県砂丘事務所のwebサイトより 
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=100183

▲ページ上部に戻る

個人情報保護 ¦ リンク ¦ 著作権 ¦ アクセシビリティ

鳥取県生活環境部環境立県推進課
   住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地 
   電話  0857-26-7205    ファクシミリ  0857-26-8194 
   E-mail  kankyourikken@pref.tottori.jp
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６．美しい景観の保全ととっとりらしさを活かしたまちなみ
づくりの推進 

6.1美しい景観の保全・再生 

08 鳥取砂丘保全事業（養浜） 

施策 

１ 事業の目的
 貴重な観光資源である『鳥取砂丘』は、平成１７年以前においては冬季風浪や砂の供給源の減少等により浜幅
が減少していること（侵食）が確認されたことから、砂丘保全のための継続的なサンドリサイクルに取り組んでいる
ところ。 

２ 事業の内容
 毎年、鳥取港航路泊地で浚渫した砂を、「鳥取県沿岸の総合的に土砂管理ガイドライン」に基づき、鳥取砂丘沖
に投入（サンドリサイクル）し、砂丘の侵食を防止する。 

３ 事業の現状及び課題
 現状において砂丘の侵食防止効果が確認されており、今後も継続的に効果検証を行っていく必要があるが、多
額の事業費（毎年 50,000(千円)）がかかることから、予算確保が課題となる。 

実績 

工事名：鳥取港航路泊地浚渫（鳥取砂丘保全）工事 
工期：平成２３年２月１４日～平成２３年１０月２０日 

現在の位置： 環境立県推進課 鳥取県環境白書 平成２３年度 08 鳥取砂丘保全事業（養浜）

もどる
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契約金額：４８，３４６千円 
実施内容：鳥取砂丘沖に２１，２０５ｍ３浚渫土砂を投入  

連絡先 

県土総務部 空港港湾課 港湾担当 電話0857-26-7312  

参考ＵＲＬ 

鳥取県空港港湾課のwebサイトより 
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=28145

▲ページ上部に戻る

個人情報保護 ¦ リンク ¦ 著作権 ¦ アクセシビリティ

鳥取県生活環境部環境立県推進課
   住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地 
   電話  0857-26-7205    ファクシミリ  0857-26-8194 
   E-mail  kankyourikken@pref.tottori.jp
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６．美しい景観の保全ととっとりらしさを活かしたまちなみ
づくりの推進 

6.2歴史的、文化的まちなみの保存と整備 

01 史跡妻木晩田遺跡保存活用事業 

施策 

１ 事業の目的
 国史跡妻木晩田遺跡整備活用保存計画に基づき、遺跡の復元整備及び遺跡の解明のための発掘調査を実施
し、併せて弥生時代の暮らしを体験できる事業を行うなど、多くの人に活用してもらうための普及啓発活動を行
う。 

２ 事業の内容
（１）保存整備事業 
 基本計画に基づき、環境整備工事、復元建物の建設工事等を実施  
（２）.調査研究事業 
 遺跡の全容を解明するための発掘調査を実施  
（３）活用事業 
 各種体験事業やイベントを開催  

実績 

（１）保存整備事業 
   平成１７年度から平成２３年度まで、史跡公園内にガイダンス施設、遺構展示施設、弥生のムラ等の復元整
備をおこなった。 
（２）調査研究事業 
   平成１２年度以降、史跡の内容を解明するための発掘調査を実施している。平成２３年度は仙谷地区での調
査を行った。 
（３）活用事業 
   学校団体等来訪、イベント実施時の古代体験や、弥生時代の社会等を体感できるイベント等を実施。 

連絡先 

鳥取県教育委員会 文化財課 歴史遺産室 電話0857-26-7932  

参考ＵＲＬ 

むきばんだ史跡公園ホームページ 
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=41862

現在の位置： 環境立県推進課 鳥取県環境白書 平成２３年度 01 史跡妻木晩田遺跡保存活用事業

もどる
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６．美しい景観の保全ととっとりらしさを活かしたまちなみ
づくりの推進 

6.2歴史的、文化的まちなみの保存と整備 

02 史跡青谷上寺地遺跡保存活用事業 

施策 

１ 事業の目的
 「史跡青谷上寺地遺跡整備活用基本計画」に基づき、史跡の公有化と活用を進めるとともに、発掘調査を実施
して整備・活用に必要な情報を収集する。 
 併せて出土品の再整理と調査研究を行い、その成果を発信していく。 

２ 事業の内容
（１）史跡指定地公有化・保存活用事業 
  ○史跡の保存・整備・活用に資するため、指定地を平成20年度から10カ年かけて公有化 
  ○地域住民と県・鳥取市の協働連携による史跡の維持管理・活用を目指し、史跡保存活用協議会を設立して
様々な活用事業を実施 
（２）発掘調査事業 
  発掘調査、遺跡周辺調査、埋蔵環境調査などを実施し、青谷上寺地遺跡の実態解明および史跡整備に必要
なデータを収集  
（３）出土品調査研究事業 
  出土品の調査研究、保存処理、レプリカ作成などを行い、活用を図るとともに情報発信も実施 

実績 

 史跡指定地の公有化を進めつつ、県・市・民間が協働連携する史跡保存活用協議会を主体として史跡の活用
を実施した。具体的には公有化した水田を利用した古代米を栽培し、色の異なる品種を利用した田んぼアートを
行い、近隣のかたに親しまれる空間作りを実施した。また、栽培した古代米は収穫後、地元のイベントなどへ提供
した。 
発掘調査事業については、遺跡の中心部を区画する溝の詳細調査を進め、調査・研究の成果としては『青谷上
寺地発掘調査報告書１２』及び『青谷上寺地遺跡出土品調査研究報告８』を刊行。  

連絡先 

鳥取県教育委員会 文化財課 歴史遺産室 電話0857-26-7932  

参考ＵＲＬ 

 鳥取県教育委員会文化財課のwebサイトより 
 「とっとり弥生の王国情報発信（妻木晩田・青谷上寺地遺跡）」→「青谷上寺地遺跡の整備と活用」 
→青谷上寺地遺跡ホームページ http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=4271

現在の位置： 環境立県推進課 鳥取県環境白書 平成２３年度 02 史跡青谷上寺地遺跡保存活用事業

もどる
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６．美しい景観の保全ととっとりらしさを活かしたまちなみ
づくりの推進 

6.2歴史的、文化的まちなみの保存と整備 

03 三徳山・大山歴史遺産調査事業 

施策 

１ 事業の目的
 鳥取県を代表する貴重な文化財の宝庫である三徳山と大山の歴史遺産（文化財）について、三朝町及び大山
町が実施する調査・研究事業に対して支援と協力を行い、その学術的価値を高めていく。 

２ 事業の内容
学術調査への調査指導及び調査協力 

（１）三徳山美術工芸品調査  
（２）三徳山自然環境関連調査  
（３）三徳山域内埋蔵文化財調査  
（４）三徳山総合調査研究 
（５）大山寺僧坊等埋蔵文化財調査 

実績 

三徳山及び大山寺を県の重要遺跡として埋蔵文化財の調査の補助を行いながら、町が実施する調
査の助言や支援を行った。 

連絡先 

鳥取県教育委員会 文化財課 歴史遺産室 電話0857-26-7932  

参考ＵＲＬ 

 鳥取県教育委員会文化財課のwebサイトより 
 「文化財課」 
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=82388

▲ページ上部に戻る

個人情報保護 ¦ リンク ¦ 著作権 ¦ アクセシビリティ

現在の位置： 環境立県推進課 鳥取県環境白書 平成２３年度 03 三徳山・大山歴史遺産調査事業

もどる
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６．美しい景観の保全ととっとりらしさを活かしたまちなみ
づくりの推進 

6.2歴史的、文化的まちなみの保存と整備 

04 三徳山世界遺産登録推進事業 

施策 

１ 事業の目的
 世界遺産暫定一覧表記載資産候補として提案書を提出し、継続審議が妥当とされた「三徳山」について、三徳
山の持つ顕著で普遍的な価値について、今まで十分とはいえなかった調査研究をすすめるとともに、その魅力を
広く知ってもらうための情報発信を行い、世界遺産登録に向けた取組を推進する。 

２ 事業の内容
 世界遺産の観点に基づいた三徳山の調査研究と、その学術的な部分での魅力について認知度アップも目指し
た情報発信を実施 
（１）調査研究事業 
 県及び三朝町で調査研究チームを立ち上げ、三徳山の総合的・広域的な調査研究を実施  
（２）普及啓発事業 
 三徳山の学術的な魅力、調査研究によって得られた知見を講演会や説明会などを通じて積極的に情報発信を
実施 

実績 

三朝町等とともに三徳山の山内の踏査を実施。三徳山の世界遺産登録を推進する気運醸成のた
め、三徳山シンポジウムを開催。23年度は「三徳山の保全と活用」をテーマに開催。 

連絡先 

鳥取県教育委員会 文化財課 歴史遺産室 電話0857-26-7932  

参考ＵＲＬ 

鳥取県中部総合事務所のwebサイトより 
 「三徳山を世界遺産へ」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=24294

▲ページ上部に戻る

現在の位置： 環境立県推進課 鳥取県環境白書 平成２３年度 04 三徳山世界遺産登録推進事業

もどる
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６．美しい景観の保全ととっとりらしさを活かしたまちなみ
づくりの推進 

6.2歴史的、文化的まちなみの保存と整備 

05 とっとりの鏝絵・なまこ壁の魅力を伝える事業 

施策 

１ 事業の目的
県内に在する豊富な「鏝絵となまこ壁」の保全・活用・情報発信を通して、鳥取県の隠れた地域資産や左官文

化、「日本（山陰）の美」について考察を深め、地域資産を活かした景観歴史のかおり豊かなまちづくりを目指す。 
 併せて貴重な左官技術の伝承・復興を支援することを目的とする。 

２ 事業の内容
（１）左官文化の復興 
   ・まちなみ伝統建築塾支援事業による若手後継者育成支援 
（２）地域資産・資源の保全活用 
   ・新たに発見される鏝絵なまこ壁の追加調査 
   ・街並み環境整備事業等の推進による活用支援 
（３）着地型観光の展開 
   ・観光政策の一環として市長村を中心に観光誘客策を推進 
（４）県内・全国への情報発信 
   ・「鏝絵なまこ壁学会（仮称）」の人的ネットワーク等による全国への積極的な情報発信 

３ 事業の現状及び課題
・鳥取県内には独特の鏝絵なまこ壁など素晴らしい左官技術を活かした素材が沢山あることが知られておらず、
地域資源として認識、活用されないまま、老朽化に伴って失われつつある。 
・また、左官職人も仕事量の減少も相まって若い職人が育ちにくく、高齢化が一層進み、鏝絵職人も県内で１０～
１５人程度まで減少するなど伝統技能の継承も難しく、地域資源としての鏝絵等の保存も難しくなりつつある。 

実績 

平成23年度の実施状況 
（１）まちなみ伝統建築塾支援事業の補助実施状況 
   鳥取県左官業協同組合等の５団体が補助金を活用 

（２）・平成22年度発刊の「息づく左官職人の技 鳥取県の鏝絵なまこ壁」に掲載されていない 
   鏝絵やなまこ壁約50件について調査を実施 

  ・国土交通省交付金「都市再生整備計画事業」「街なみ環境整備事業」を活用し、整備を実施中 
    「都市再生整備計画事業」 

現在の位置： 環境立県推進課 鳥取県環境白書 平成２３年度 05 とっとりの鏝絵・なまこ壁の魅力を伝える事業

もどる
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     鳥取市 鳥取市文化交流拠点地区、鳥取駅周辺地区、用瀬地区 
     倉吉市 倉吉駅周辺地区 
     米子市 米子市中心市街地地区 

    「街なみ環境整備事業」         
     鳥取市 鹿野地区 
     倉吉市 倉吉打吹地区 
     米子市 旧加茂川・寺町周辺地区 
     琴浦町 光地区 
     大山町 大山アルペンライン地区  

連絡先 

生活環境部 景観まちづくり課 景観づくり担当 電話0857-26-7201  

参考ＵＲＬ 

鳥取環境ネットワークのwebサイトより 
「景観まちづくりフォーラム「鏝絵・左官・蔵飾り」の開催」 
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=53786

▲ページ上部に戻る

個人情報保護 ¦ リンク ¦ 著作権 ¦ アクセシビリティ

鳥取県生活環境部環境立県推進課
   住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地 
   電話  0857-26-7205    ファクシミリ  0857-26-8194 
   E-mail  kankyourikken@pref.tottori.jp
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６．美しい景観の保全ととっとりらしさを活かしたまちなみ
づくりの推進 

6.2歴史的、文化的まちなみの保存と整備 

06 まちなみ伝統建築塾支援事業 

施策 

１ 事業の目的
 伝統的な木造建築物の維持、保全を行う伝統継承者の育成を図る。 

２ 事業の内容
 木造建築に携わる建築大工、左官、板金及び建具の技能士により組織される団体が行う、以下の事業に要す
る経費に対して助成 
（１）研修等事業 
伝統技能の継承を目的とした研修会、会議の開催又は参加 
（２）競技大会経費 
 県内外で行われる技能競技大会への参加又は県内での競技大会の開催 
（３）技能振興活動 
 伝統技能の振興を目的とした展示会、ものづくり体験教室等の開催 
（４）鏝絵なまこ壁に関する事業 
 技能振興活動、研修等事業、技能競技大会 

３ 事業の現状及び課題
 県内の木造建築の着工数は減少し続けており、大工・左官等の建築に携わる職人の減少及び高齢化が進み、
後継者不足は深刻化している。 

実績 

現在の位置： 環境立県推進課 鳥取県環境白書 平成２３年度 06 まちなみ伝統建築塾支援事業

もどる

団体名 事業区分 事業内容 事業費と交付決定額 

鳥取県建具組合連合
会

・研修等事業 
・技能振興事業

・全国建具組合岐阜大会への参加 
・建具技能（組子）講習会の実施（参加者：8
名） 
・建具展示会の開催（来場者数：約300名） 
・鳥取県技能祭への出展（来場者数：約500
名）

事業費：660,185円 
補助額：473,000円
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連絡先 

生活環境部 景観まちづくり課 まちづくり担当 電話0857-26-7458  

参考ＵＲＬ 

鳥取県景観まちづくりのwebサイトより 
「まちづくりの推進」 
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=47548

▲ページ上部に戻る

個人情報保護 ¦ リンク ¦ 著作権 ¦ アクセシビリティ

鳥取県板金工業組合 ・研修等事業 
・競技大会事業 
・技能振興事業

・建築板金技能士育成講習会（学科、実技）
の実施 
（参加者：28名） 
・建築板金技能に係る競技大会への参加 
・鳥取県技能祭への出展（来場者数：約500
名）

事業費：882,218円 
補助額：500,000円

鳥取県左官業協同組
合

・研修等事業 
・技能振興事業

・鳥取県技能祭への出展（来場者数：約500
名） 
・伝統工法（鏝絵、なまこ壁）講習会の実施 
（参加者：61名）

事業費：1,097,585円 
補助額： 957,000円

鳥取県建築連合会 ・技能振興事業 ・鳥取県八頭郡建築高等職業訓練校学校祭
の実施 
（親子木工教室参加者：15名） 
・山のまつりへの出展（親子木工教室参加
者：80名） 
・鳥取市木のまつりへの出展 
（木工教室参加者：50名） 
・鳥取県技能祭への出展（来場者数：約500
名） 
・中部青年部木工教室（参加者：174名）

事業費：519,632円 
補助額：500,000円

（社）鳥取県建築技能
近代化協会

・研修等事業 
・競技大会事業 
・技能振興事業

・建築大工講習会（技能五輪課題）への参加 
・規矩術講習会の実施（参加者：22名） 
・全国青年技能競技大会への参加 
・食のみやこ・鳥取県フェスタへの出展（木工
教室） 
・住宅デーイベントへの出展（鉋削り・建前体
験等） 
・木の住まいフェアへの出展（木工教室） 
・神戸小学校における木工教室の実施

事業費：1,171,482円 
補助額： 968,000円

鳥取県生活環境部環境立県推進課
   住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地 
   電話  0857-26-7205    ファクシミリ  0857-26-8194 
   E-mail  kankyourikken@pref.tottori.jp
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６．美しい景観の保全ととっとりらしさを活かしたまちなみ
づくりの推進 

6.2歴史的、文化的まちなみの保存と整備 

07 歴史文化が薫るまちづくり推進事業 

施策 

１ 事業の目的
 地域住民、活動団体及び市町村の歴史文化のまちづくりへの理解や機運を高めるため、先進地の取組事例
から、歴史まちづくり法や街なみ環境整備事業等の制度内容や進め方を修得し実施可能性を探る「歴史文化ま
ちづくり研修会」及び「先進地視察」を開催する。 

２ 事業の内容
 住民、まちづくり活動団体、市町村職員を対象に以下の事業を実施する。 
（１）歴史文化まちづくり研修会 
 県内各地区の貴重な歴史文化、街なみなどの景観資源の確認、制度説明及び先進地（民官双方）のまちづく
り活動実践者等の講演を踏まえ、意見交換を行うことにより、身近な地域を歴史文化のまちづくりの題材として
捉え、展開方策を検討する場とする。 
（２）先進地視察 
 先進地の実施状況を視察し、現地関係者から聞き取りを行い、今後の取組に向けた検討を進める。 

３ 事業の現状及び課題
（１）後世に残すべき歴史的・文化的景観や街なみが認識されておらず、顧みられることなく荒廃しつつある。こ
のような地域における課題を解決し、持続可能なまちづくりを進めていくためには、歴史的・文化的景観等に対
する理解を高め、住民の参加を促し多様な主体間の協働・連携を図る必要がある。 
（２）歴史まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計画や社会資本整備総合交付金の前提条件となる「まちづ
くり協定」に向けた機運を高め、計画や協定づくりへのプロセスを通して、地域資源への気づきや保全・活用によ
り地域住民、活動団体及び行政が一体となったまちづくりを進める。 

実績 

平成２３年度実施状況 

 ・内容 先進地視察および現地関係者から取り組み状況の聞き取り 
 ・開催日 平成２３年１１月２５日（金） 

現在の位置： 環境立県推進課 鳥取県環境白書 平成２３年度 07 歴史文化が薫るまちづくり推進事業

もどる
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 ・視察先 兵庫県たつの市 
 ・参加者 市町村職員、まちづくり活動団体 １５名   

連絡先 

生活環境部 景観まちづくり課 土地利用担当 電話0857-26-7130  

参考ＵＲＬ 

鳥取県景観まちづくりのwebサイトより 
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3577

▲ページ上部に戻る

個人情報保護 ¦ リンク ¦ 著作権 ¦ アクセシビリティ

鳥取県生活環境部環境立県推進課
   住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地 
   電話  0857-26-7205    ファクシミリ  0857-26-8194 
   E-mail  kankyourikken@pref.tottori.jp
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